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有価証券上場規程等の一部改正について
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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（定義） （定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）～（７５）の３ （略） （１）～（７５）の３ （略）

（７５）の４ 同時上場 当取引所への新規上

場と同時期に外国金融商品取引所等（当取引

所が適当と認める外国金融商品取引所等に限

る。）において上場又は継続的に取引される

見込みのあることその他これに準ずることと

して施行規則で定めることをいう。

（新設）

（７５）の５ （略） （７５）の４ （略）

（７５）の６ （略） （７５）の５ （略）

（７５）の７ （略） （７５）の６ （略）

（７５）の８ （略） （７５）の７ （略）

（７５）の９ （略） （７５）の８ （略）

（７５）の１０ （略） （７５）の９ （略）

（７５）の１１ （略） （７５）の１０ （略）

（７５）の１２ （略） （７５）の１１ （略）

（７５）の１３ （略） （７５）の１２ （略）

（７５）の１４ （略） （７５）の１３ （略）

（７６）～（９６） （略） （７６）～（９６） （略）

（内国会社の形式要件） （内国会社の形式要件）

第２０５条 内国株券等に係る第２０７条に定め

る本則市場の上場審査は、次の各号に適合する

ものを対象として行うものとする。この場合に

おける当該各号の取扱いは施行規則で定める。

第２０５条 内国株券等に係る第２０７条に定め

る本則市場の上場審査は、次の各号に適合する

ものを対象として行うものとする。この場合に

おける当該各号の取扱いは施行規則で定める。

（１） （略） （１） （略）

（２） 流通株式 （２） 流通株式

次のａからｃまでに適合すること。ただし、

重複上場又は同時上場の場合には、ａに適合

次のａからｃまでに適合すること。
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し、かつ、ｂ又はｃに適合すること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

（３）～（１２） （略） （３）～（１２） （略）

（新規上場時の市場第一部銘柄への指定） （新規上場時の市場第一部銘柄への指定）

第２１０条 当取引所は、第２０５条各号及び第

２０７条第１項各号に適合する本則市場へ新規

上場申請が行われた内国株券（発行者が同一で

ある議決権付株式と無議決権株式の新規上場申

請が同時に行われたときは、無議決権株式を除

く。）のうち、次の各号に適合するものについ

ては、市場第一部銘柄に指定することができる

ものとする。この場合における当該各号の取扱

いは施行規則で定める。

第２１０条 当取引所は、第２０５条各号及び第

２０７条第１項各号に適合する本則市場へ新規

上場申請が行われた内国株券（発行者が同一で

ある議決権付株式と無議決権株式の新規上場申

請が同時に行われたときは、無議決権株式を除

く。）のうち、次の各号に適合するものについ

ては、市場第一部銘柄に指定することができる

ものとする。この場合における当該各号の取扱

いは施行規則で定める。

（１） （略） （１） （略）

（２） 流通株式 （２） 流通株式

次のａ及びｂに適合すること。ただし、重

複上場又は同時上場の場合には、ａに適合し、

かつ、ｂ又は第２０５条第２号ｂに適合する

こと。

次のａ及びｂに適合すること。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

（３） （略） （３） （略）

２ 当取引所は、第２０６条各項各号及び第２０

７条第１項各号に適合する本則市場へ新規上場

申請が行われた外国株券等のうち、前項各号（重

複上場の場合には、同項第２号については同号

ａに限る。）に適合するものについては、市場

第一部銘柄に指定することができるものとす

る。

２ 当取引所は、第２０６条各項各号及び第２０

７条第１項各号に適合する本則市場へ新規上場

申請が行われた外国株券等のうち、前項各号（重

複上場の場合には、同項第２号ｂを除く。）に

適合するものについては、市場第一部銘柄に指

定することができるものとする。

３・４ （略） ３・４ （略）

（内国会社の形式要件） （内国会社の形式要件）

第２１２条 内国株券に係る第２１４条に定める

上場審査は、次の各号に適合するものを対象と

して行うものとする。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。

第２１２条 内国株券に係る第２１４条に定める

上場審査は、次の各号に適合するものを対象と

して行うものとする。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。
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（１） （略） （１） （略）

（２） 流通株式 （２） 流通株式

次のａからｃまでに適合すること。ただし、

重複上場又は同時上場の場合には、ａに適合

し、かつ、ｂ又はｃに適合すること。

次のａからｃまでに適合すること。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

（３）～（７） （略） （３）～（７） （略）

付  則

この改正規定は、平成２６年５月３１日から施

行し、この改正規定施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に新規上場申請を行う者（施行日よ

り前に予備申請を行った者を除く。）から適用す

る。
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（同時上場の定義）

第６条の２ 規程第２条第７５号の４に規定する

施行規則で定めることとは、外国株券にあって

は、当該外国株券に係る権利を表示する外国株

預託証券が当取引所への新規上場と同時期に外

国金融商品取引所等（当取引所が適当と認める

金融商品取引所等に限る。以下この条において

同じ。）において上場又は継続的に取引される

見込みのあることをいい、外国株預託証券にあ

っては、当該外国株預託証券に表示される外国

株券が当取引所への新規上場と同時期に外国金

融商品取引所等において上場又は継続的に取引

される見込みのあることをいい、外国株信託受

益証券にあっては、信託財産である外国株券又

は当該外国株券に係る権利を表示する外国株預

託証券が当取引所への新規上場と同時期に外国

金融商品取引所等において上場又は継続的に取

引される見込みのあることをいう。

（新設）

付  則

この改正規定は、平成２６年５月３１日から施

行する。


